
平成 23年 10月 4日 

各  位 

 

特定非営利活動法人 

神奈川県介護支援専門員協会 

理事長 阿部 充宏 

 

平成 24年度介護報酬改定への提言について 

 

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は本会事業にご理解、ご協力いただき、

厚く御礼申し上げます。 

 

この度、平成 24 年度介護報酬改定に向けた提言を策定いたしました。昨年、平成 23 年度

介護保険法改正に先立ち提言した内容と併せて、ご確認・ご検討をお願い申し上げます。 

 

提言を作成するにあたり、本会会員および神奈川県内介護支援専門員関係団体の皆様から寄

せられた意見、そして、過去に行った各種調査結果も加味して、検討を行いました。 

今回の提言により、地域住民の皆様が高齢期に入り介護が必要な状態になったとしても安

心・安全な生活が送れる介護保険制度になることを、切に願っております。 

 

 

 

【本件の問合わせ先】 

特定非営利活動法人 

神奈川県介護支援専門員協会 事務局 
 横浜市中区本町２－１０ 横浜大栄ビル５F 

 （電  話）０４５－６７１－０２８４ 

 （ＦＡＸ）０４５－６７１－０２８７ 

 （E-mail）jimu@care-manager.or.jp 
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2011年 10月 4日 

ＮＰＯ法人 神奈川県介護支援専門員協会 

理事長 阿部充宏 

 

提言書提言書提言書提言書    
 

2012年（平成 24年）の介護保険制度改正および報酬改定について、 

平成 22年 4月 26日に発信した提言と併せて、以下を提言します。 

 

 

 

【【【【１１１１】】】】基本報酬基本報酬基本報酬基本報酬のののの見直見直見直見直しをしをしをしを強強強強くくくく求求求求めますめますめますめます。。。。    

  今までの介護報酬改定において、上方修正されたにも関わらず、赤字経営が７割

以上とも言われています。併せて、介護業界に限らず全職種賃金平均よりも低い状

態が続いております。そのため、介護保険制度の要と位置付けられ、公正中立を旨

として活動する介護支援専門員が、職業人として自立できる報酬設定（基本単位：

１８００単位）を強く要望します。 

 

 

【【【【２２２２】】】】    介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業のののの実績実績実績実績にににに繋繋繋繋がらなかったがらなかったがらなかったがらなかった業務業務業務業務のののの報酬化報酬化報酬化報酬化をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

 ケアマネジメント業務を行う上で、報酬として算定されない相談業務は多数あり

ます。本会が平成 19年度実施した調査※１において、「給付管理に至らなかった件数

がある」という回答が全体の半数以上（56.7%）ありました。利用者に対し、ケアマ

ネジメント業務を行い、ケアプランの作成を行ったにも関わらず、介護保険事業の

実績に繋がらなかった場合には報酬という評価が得られない現状があります。 

適正なケアマネジメントプロセスに沿った業務を行った結果として介護保険サービ

スの利用に至らない場合もあります。介護保険事業に繋がるかどうかではなく、｢ケ

アプラン作成｣までに至る、一連のプロセスに関する報酬化を求めます。 

※：「平成 19 年度 居宅介護支援専門員労働環境実態調査」 

 

 

【【【【３３３３】】】】２４２４２４２４時間相談連絡体制加算時間相談連絡体制加算時間相談連絡体制加算時間相談連絡体制加算のののの新設新設新設新設をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

    平成２３年６月１５日に改正介護保険法が成立しました。今回の改正の趣旨で高齢

者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにするためには「地域

包括ケアシステム」の構築が必要であるということが掲げられました。「地域包括ケ

アシステム」を推進する上で、介護支援専門員と利用者・家族が、常に連絡が取れる

状況を構築する事は、安心・安全の担保のためには重要不可欠です。地域包括支援セ

ンターと居宅介護支援事業所が、地域の中でそれぞれの特性を活かしながら協働する
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事で最大限の力が発揮できる状態にすることが重要です。そのためには居宅介護支援

事業所に、利用者本位の「地域包括ケアシステム」に資する体制構築の礎として「２

４時間相談連絡体制加算」の新設を求めます。また、現在、「特定事業所加算」の基

準として掲げられている 24 時間連絡体制については、特定事業所の本質である「ケ

アマネジメントの質の担保」に至る内容ではないと考えます。「24 時間相談連絡体制

加算」新設と併せて、特定事業所加算の本来主旨での算定要件見直しを求めます。 

 

 

【【【【４４４４】】】】高齢者総合相談高齢者総合相談高齢者総合相談高齢者総合相談のののの窓口窓口窓口窓口のののの設置及設置及設置及設置及びびびび報酬化報酬化報酬化報酬化をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

地域包括ケアシステムの中において、介護支援専門員は要介護高齢者だけでなく、

健康な高齢者から要介護高齢者の相談（ケアマネジメント）を担うことが求められ、

さらに、その役割を果たすことができる専門職です。地域包括支援センターを健康・

要支援高齢者の相談及び支援機関の軸としつつも、利用者にとって多くの相談機関

が存在することは有用です。また、そうすることで健康なうちから利用者の自己選

択で事業所を選択できることとなり、伴走型支援体制が推進されます。 

そのため「地域包括ケアシステム」に資する総合相談を居宅介護支援事業所が担

うためにも、概ね 65歳以上の要援護在宅高齢者と要援護状態になるおそれのある在

宅高齢者、および、その家族等（※介護保険の給付管理をされていない方）に対す

る高齢者総合相談における業務として在宅生活に関する相談、実態把握及びアセス

メント（課題分析）業務を報酬評価していただく事を求めます。 

 現在、地域ごとに異なる課題、またそれに伴う負担・手間を抱える介護支援専門

員の業務は、各地域の介護支援専門員団体等がそれぞれに把握しており、保険者と

地域の介護支援専門員団体が話し合う機会を義務付ける必要性を感じています。 

ひとつの考え方として、その話し合いにおいて話し合われた内容により、保険者の

裁量権のなかで加算を算定できる仕組みを、今後、検討・構築していくことが、そ

の地域における介護支援専門員を育成することにも繋がるのではないかと考えます。 



 1

2010年 4月 26日 

ＮＰＯ法人 神奈川県介護支援専門員協会 

理事長 阿部充宏 

 

提言書提言書提言書提言書    
 

2012年（平成 24年）の介護保険制度改正について、以下を提言します。 

 

２０００年（平成 12年）より「介護保険制度の要」として、市民の暮らしと自立を支え

る専門職として介護支援専門員は支援してきました。結果、市民（要介護者）からの評価

は高く、市民の暮らしには不可欠な専門職となりました。２０１２年（平成 24年）の介護

保険制度改正とあわせ、２０２５年に高齢化のピークを迎えるにあたり、制度施行からの

１０年間の実績と市民の代弁機能を担う専門職（神奈川県内の会員 1300名強）の総意とし

て以下を提言します。 

    

    

１１１１））））介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員がががが職業人職業人職業人職業人としてとしてとしてとして自立自立自立自立できるできるできるできる報酬設定報酬設定報酬設定報酬設定をををを強強強強くくくく求求求求めますめますめますめます。。。。    

  居宅介護支援事業所の収入は、介護保険制度施行より１０年にわたり赤字経営である

ことが当たり前となっています。今までの介護報酬改定においても上方修正もされて

いますが、それでもなお赤字経営が７割以上とも言われています。介護保険制度の要

と位置付けられ、公正中立を旨として活動する介護支援専門員が、職業人として自立

できる報酬設定及び国家資格化を強く要望します。 

    

    

    

２２２２））））標準担当件数標準担当件数標準担当件数標準担当件数のののの上限上限上限上限（（（（現行現行現行現行はははは３５３５３５３５件件件件））））をををを条件付条件付条件付条件付きできできできで撤廃撤廃撤廃撤廃してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

  現在、常勤専従の介護支援専門員が担当できる利用者件数は３５件を標準担当件数と

しており、４０件からは報酬を減額するという逓減制が適用されています。当会にお

いては、２００５年の介護保険制度改正時に厚労省や社会保障審議会介護保険部会等

へ「質の担保を図るために標準担当件数は４０件」という提言をしました。その時期

のケアマネジメントは、制度施行５年目という中で、煩雑な業務実態が散見されたか

らです。しかし、その後２００６年に地域包括支援センターの創設されたこと、また、

ケアマネジメントの法制度（加算や減算）の整備。そして、介護保険制度施行から１

０年のケアマネジメントの実績蓄積の結果、３５件の標準担当件数要件は、条件付き

で撤廃してください。    
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３３３３））））介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度におけるサービスにおけるサービスにおけるサービスにおけるサービス決定決定決定決定についてはについてはについてはについては、「、「、「、「当事者選択当事者選択当事者選択当事者選択」」」」をををを徹底徹底徹底徹底してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

①①①①    「「「「要支援者要支援者要支援者要支援者」」」」のケアマネジメントはのケアマネジメントはのケアマネジメントはのケアマネジメントは居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所がががが担当担当担当担当するするするする。。。。    

②②②② 施設介護支援専門員施設介護支援専門員施設介護支援専門員施設介護支援専門員をををを見直見直見直見直しししし、、、、施設入所者施設入所者施設入所者施設入所者のケアマネジメントはのケアマネジメントはのケアマネジメントはのケアマネジメントは当事者当事者当事者当事者（（（（要介護要介護要介護要介護

者者者者））））のののの選択選択選択選択とするとするとするとする。。。。    

２００６年の介護保険制度改正において、要支援者は「保険者（市町村）」がケアマネ

ジメントを行うこととなりました。しかし、ケアマネジメントの支援内容（国が定め

る支援基準）が２００６年以前よりも「簡素」になったため、予防ケアの効果と暮ら

しのマネジメントが充分ではありません。また、地域包括支援センターが予防ケアマ

ネジメントに追われ本来の役割を充分に果たせないという状況が散見されます。 

   介護保険制度の基本理念は「当事者が選択できる」ことです。しかし、施設サービ

スを利用（入居）すると、当事者の意思に関係なく介護支援専門員が変更されます。 

施設介護支援専門員、要支援者についても「当事者選択」を基本とすることは、人権

という観点からも不可欠です。実施にあたっては、施設入居者にケアマネジメントの

視点は重要であるため、相談員は介護支援専門員の有資格者と要件を変更してくださ

い。（経過措置は不要）    

    

４４４４））））家庭家庭家庭家庭のののの状況等状況等状況等状況等によりによりによりにより区分支給限度基準額以上区分支給限度基準額以上区分支給限度基準額以上区分支給限度基準額以上のサービスのサービスのサービスのサービス提供提供提供提供をををを認認認認めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。    

  現在の要介護認定（7段階）においては、家庭状況等は勘案されません。しかし、実際 

  の暮らしにおいては、介護者の状況や世帯状況、経済状況により「暮らし」には大き 

な違いがあります。在宅で生活を続けていくためには、必要に応じて区分支給限度基 

準額以上の支給を行うことが「自宅での生活を継続する」ためには不可欠です。 

 

５５５５））））居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者のののの「「「「監査指導監査指導監査指導監査指導」」」」をををを市町村市町村市町村市町村へへへへ変更変更変更変更してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

  現在は、都道府県が居宅介護支援事業者の許認可及び監査指導を担当しています。し   

  かし、定期的な監査（実地指導）ができず、この１０年間で１度も行政監査がない事 

業所も存在しています。より、公正中立な支援が行われているかを監査（実地指導） 

する役割は、より身近な保険者（市町村）で実施することが不可欠です。 

 

６６６６））））ケアマネジメントのケアマネジメントのケアマネジメントのケアマネジメントの「「「「セカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオンセカンドオピニオン」」」」をををを制度化制度化制度化制度化してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

  医療機関においては、市民（当事者）の自由意志に基づくセカンドオピニオンが一般 

化されているが、ケアマネジメントにおけるセカンドオピニオンは現在皆無です。市 

民の意思に基づくセカンドオピニオンを制度化し、市民にとって、より自由度と選択 

性を柔軟に実施することが求められます。また、そのことで 1人介護支援専門員等（介 

護支援専門員が事業所に 1人）の少数従業者数の事業所に対しての質の担保ともなり 

得ます。 
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７７７７））））施設入所施設入所施設入所施設入所のののの判判判判定定定定ではではではでは「「「「居宅介護支援専門員居宅介護支援専門員居宅介護支援専門員居宅介護支援専門員のののの意見意見意見意見」」」」をををを重視重視重視重視してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

  現在、施設サービスでは施設内に設置された「入居判定委員会」で入居の可否判断や 

優先順位が決定されていますが、透明性があるとは言えません。居宅生活を支援する 

介護支援専門員は、自宅での暮らしの継続と同時に限界を専門的視点から検討してい 

ます。施設入居の判断において居宅の介護支援専門員の意見を重視するよう制度とし 

て明文化することで、自宅での生活の限界を超えた市民（要介護者）の施設への優先 

入居を可能としてください。その結果、介護うつ、介護虐待や放置等も軽減の一助に 

なると考えます。 

    

８８８８））））低所得者等低所得者等低所得者等低所得者等へのへのへのへの対策対策対策対策をををを拡充拡充拡充拡充してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

  現在の経済状況等の影響により年金受給者の生活は非情に厳しい生活状況です。その

結果、自立に必要なサービスを使わない（利用を控える）ことが散見されています。

制度は、利用者の自立を約束していますが、現在のままでは自立を保障された制度で

はなくなります。低所得者対策を更に拡充することで、市民の暮らしのセーフティネ

ットを構築することが急務です。 

    

９９９９））））２４２４２４２４時間時間時間時間３６５３６５３６５３６５日体制日体制日体制日体制をもつをもつをもつをもつ居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者はははは、、、、地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターのブラセンターのブラセンターのブラセンターのブランンンン

チとしてチとしてチとしてチとして位置位置位置位置づけてくださいづけてくださいづけてくださいづけてください（（（（２４２４２４２４時間時間時間時間３６５３６５３６５３６５日日日日    地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム構築構築構築構築））））    

  ２００６年から地域包括支援センターは保険者（市区町村）により設置運営されてい

ます。しかし、土日祝日休み、夜間対応なしが多数であり、市民の暮らしの中で起き

る「不測の事態」に対応できていない側面があります。地域包括ケアシステムの構築

のためには、２４時間３６５日体制での相談体制が必要です。２４時間３６５日体制

を有する居宅介護支援事業者を必要に応じて地域包括支援センターのブランチと位置

づけ、介護保険と介護保険外のコーディネーターの役割を追加してください。そして、

パーソナルサポーター等との連携を強めていくことで、市民の暮らしに中にある複数

の課題について機動力をもって対応することが可能となります。    

    

10101010））））ケアマネジメントのケアマネジメントのケアマネジメントのケアマネジメントの質質質質をををを更更更更にににに高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、またまたまたまた、、、、受益者負担割合受益者負担割合受益者負担割合受益者負担割合のののの公平性公平性公平性公平性をををを担保担保担保担保するするするする

ためためためため利用者負担額利用者負担額利用者負担額利用者負担額のののの見直見直見直見直しをしをしをしを検討検討検討検討してくださいしてくださいしてくださいしてください。（。（。（。（現行現行現行現行はははは、、、、利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担００００割割割割）））） 

  介護保険制度施行より１０年が経過し、更にケアマネジメントの質を高める必要があ

ります。その為の一つの方法として、当事者（要介護者）の負担額を見直すことで介

護支援専門員との相互緊張関係が今まで以上に形成され、当事者の選ぶ権利がより明

確になります。但し、ケアマネジメント（介護支援サービス）については、区分支給

限度基準額の対象外とし、低所得者への負担額への配慮をしてください。 

 




